
生駒市規則第１９号 

生駒市電線共同溝占用規則をここに公布する。 

平成２３年６月２８日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市電線共同溝占用規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、電線共同溝の占用に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（占用の許可申請等） 

第２条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号。以下

「法」という｡)第４条第１項（法第８条第３項において準用する場合を含む｡)

の規定による申請又は法第１１条第１項の許可の申請をしようとする者は、電

線共同溝占用（変更）許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 敷設計画書（様式第２号） 

(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとな

る金額の算出に必要な資料 

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するため

の施設の概要を示す書類及び図面 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 （許可等の通知） 

第３条 市長は、法第１０条又は第１１条第１項の許可をしたときは、書面によ

り申請者に通知するものとする。 



２ 市長は、法第４条第４項（法第８条第３項において準用する場合を含む｡)の

規定により申請を却下するときは、書面により申請者に通知するものとする。 

（占用に係る変更の許可申請等） 

第４条 前２条の規定は、法第１０条又は第１１条第１項の許可を受けた者が、

法第１２条第１項の変更の許可を申請する場合について準用する。この場合に

おいて、第２条第１項中「法第４条第１項（法第８条第３項において準用する

場合を含む｡)の規定による申請又は法第１１条第１項の許可」とあるのは「法

第１２条第１項の変更の許可」と、同条第２項中「書類を」とあるのは「書類

のうち、変更に係るものを」と、前条第１項中「法第１０条又は第１１条第１

項の許可」とあるのは「法第１２条第１項の変更の許可」と読み替えるものと

する。 

（敷設等工事着手の届出） 

第５条 電線共同溝の占用の許可を受けた者（以下「電線共同溝占用者」とい

う｡)は、電線の敷設又は除却に関する工事（以下「敷設等工事」という｡)に着

手しようとするときは、敷設等工事届出書（様式第３号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 数量内訳書 

(2) 工事施工者の概要を示す書類 

(3) 保守管理の方法等を示す書類 

３ 電線共同溝占用者は、敷設等工事が完了したときは、速やかに敷設等工事完

了届出書（様式第４号）を市長に提出し、完了の確認を受けなければならな

い。 

（占用予定者の地位の承継の届出） 

第６条 法第６条第２項の規定による地位の承継の届出は、電線共同溝の占用予



定者の地位の承継届出書（様式第５号）によるものとする。 

（電線共同溝占用者の地位の承継の届出） 

第７条 法第１４条第２項の規定による地位の承継の届出は、電線共同溝の占用

等の許可に基づく地位の承継届出書（様式第６号）によるものとする。 

（権利の譲渡） 

第８条 法第１５条第１項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲渡し

ようとする者は、電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書（

様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、権利の譲渡を承認し

たときは、書面により申請者に通知するものとする。 

３ 法第１５条第２項の規定により譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継

した者は、その承継の日の翌日から起算して３０日以内に電線共同溝の占用等

の許可に基づく地位の承継届出書を市長に提出しなければならない。 

（住所等の変更の届出） 

第９条 電線共同溝占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在

地を変更したときは、住所等変更届出書（様式第８号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（原状回復の届出） 

第１０条 電線共同溝占用者は、法第２０条の規定により、電線を除却し、占用

している電線共同溝の部分を原状に回復した日から７日以内に電線共同溝原状

回復届出書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（国への準用） 

第１１条 第２条から前条までの規定は、法第４条第３項（法第８条第３項にお

いて準用する場合を含む｡)及び法第２１条に規定する国との協議について準用

する。 



（施行の細目） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 



「占 用 の 許 可 を 申 請 
 占用に係る変更の許可を申請」 

「 

」 

「第 4条 第 1項 
 第11条第1項 
 第12条第1項」 

様式第１号（第２条関係） 

  新

規 

変

更 

    第     号 

年  月  日 

 

年  月  日  

    

                  

電線共同溝占用（変更）許可申請書 

                  

 

 生駒市長   殿 

               

 住 所             

申請者 氏 名         ㊞   

担 当 者             

電話番号             

 

 市道     に係る電線共同溝について、電線共同溝の整備等に関する特別措置法 

第 4条 第 1項 

第11条第1項 

第12条第1項 

の規定により 
占 用 の 許 可 を 申 請 

占用に係る変更の許可を申請 
します。 

 

添付書類 

 (1) 敷設計画書（様式第2号） 

 (2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出

に必要な資料 

 (3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要

を示す書類及び図面 

 (4) その他(                         ) 

 

 

 備考 

    

1        については、該当するものを○で囲み、変更の場合には、従前の許可 

 

書の番号及び年月日を記載してください。 

  2 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」

の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の所属

及び氏名を記載してください。 

  3         及び                については、該当するもの 

を○で囲んでください。 
 

新

規 

変

更 



様式第２号（第２条関係） 

敷 設 計 画 書 

路 線 名    

電線共同溝を整備すべき道路

と し て 指 定 さ れ た 区 間 

起点：           番地(先)から 

終点：           番地(先)まで 

敷 設 区 間 

起点: 

(上り) 

  終点: 

 

 車道・歩道・その他 

起点:  

(下り) 

  終点: 

 

 車道・歩道・その他 

電 線 の 種 類   通信線   電力線 

電線の数量(延長、亘長

及 び 条 数 ) 

      ・上り  m   条 

  ○亘長 

      ・下り  m   条 

  ○横断      m 

  ○延長      m 

電 線 の 構 造 
  外径  mm   条 

  光ケーブル、同軸ケーブル、その他(  ) 

電線共同溝に電線を敷

設 す る 予 定 期 間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

敷 

 

設 

 

計 

 

画 

敷 設 年 次 計 画 

 初年度      条 

次年度以降    条 

 合 計      条 

 

既 埋 設 物 件   

 

 備考 

  1 計画書には、将来追加して敷設することとなる電線も含めて記載してください。 

  2 「上り」とは、路線の起点から終点に向かって右側を、「下り」とは、路線の起点か

ら終点に向かって左側をいいます。 

  3 「電線の数量」の欄における「亘長」とは、ハンドホール等の中心間の長さを、「延

長」とは、亘長に電線の条数を乗じたものをいいます。 

  4 「既埋設物件」については、添付図面として既埋設物件の埋設位置等占用位置を明ら

かにしたものを添付してください。 

  5 変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更

前のものを括弧書きしてください。 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

年  月  日 

 

敷 設 等 工 事 届 出 書 

 

  

 生駒市長   殿 

 

住  所 

届出者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

 

 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条第2項第1号の規定により、次のとおり

届け出ます。 

占用許可番号

及び許可年月日 

 第     号 

年  月  日 

路 線 名  上・下・上下・横断 

上り線 m 

下り線 m 

占用許可を受け

た電線共同溝の

部 分 
許可区間 

横 断 

延長 

m 

種 類 延長及び条数 (敷設・除却)する区間 

(敷設・除却)

す る 電 線 通信線・電力線     

工 事 の 期 間 

年 月 日から 

 

年 月 日まで 

敷設予定期間 

年 月 日から 

 

年 月 日まで 

添 付 書 類 

□数量内訳書         □工事施工者の概要を示す書類 

□保守管理の方法等を示す書類 □平面図及び横断図 

□保安施設設置計画書     □工事工程表 

□その他(                      ) 

 

 備 考 

 

 

備考 

 1 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の

欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の所属及び

氏名を記載してください。 

 2 「許可区間」の欄には、上下線・横断別に区間を記載し、片側のみの場合には、反対側

については空欄としてください。 

 3 「添付書類」の欄の「その他」には、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書

類を添付した場合に、その書類名を記載してください。 

 



様式第４号（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

敷 設 等 工 事 完 了 届 出 書 

 

 

 生駒市長   殿 

 

住  所 

届出者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

 

        

 

   年  月  日付けで届け出た電線共同溝の敷設等工事が完了したので、生駒市電線

共同溝専用規則第5条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。 

占 用 許 可 番 号

及び許可年月日 

     第     号 

     年  月  日 

工事完了年月日      年  月  日    

添 付 書 類 

□位置図 □平面図 □構造図 □施工写真 

 

□その他(                   ) 

 

備 考 

  

 

 備考 

  1 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」

の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の所

属及び氏名を記載してください。 

  2 「添付書類」の欄の「施工写真」は、工事中の安全対策の状況、工事標識の設置状況

並びに物件の敷設前、敷設中、敷設後の写真及び工事完了後のマンホール・ハンド

ホール内の清掃状況の写真を添付してください。 

  3 「添付書類」の欄の「その他」には、物件の構造等を明らかにした書類等を添付した

場合に記載してください。 

 



様式第５号（第６条関係） 

年  月  日  

電線共同溝の占用予定者の地位の承継届出書 

 

 

 

 生駒市長   殿 

 

住  所 

届出者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

 

         

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第6条第2項の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

 

住 所  

被 承 継 人 

氏 名  

承継年月日     年  月  日 

添 付 書 類 
  

 

備 考 

 

 

備考 

 1 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の

欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の所属及び

氏名を記載してください。 

 2 「添付書類」の欄には、占用予定者の地位の承継の原因を示す書類その他必要な書類を

添付した場合に、その書類名を記載してください。 

 

 



「電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第2項 
 生 駒 市 電 線 共 同 溝 占 用 規 則 第 8条 第 3項」 

様式第６号（第７条、第８条関係） 

年  月  日  

電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継届出書 

 

 

 

 生駒市長   殿 

 

住  所 

届出者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

 

         

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第2項 

 生 駒 市 電 線 共 同 溝 占 用 規 則 第 8条 第 3項 
の規定により、次のとおり届け出ま 

す。 

 

住 所  

被 承 継 人 

氏 名  

承継年月日     年  月  日 

添 付 書 類 
  

 

備 考 

 

 

備考 

 1 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の

欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の所属及び

氏名を記載してください。 

2                          については、該当するものを○

で囲んでください。 

 3 「添付書類」の欄には、占用等の許可に基づく地位の承継の原因を示す書類その他必要

な書類を添付した場合に、その書類名を記載してください。 

 

 



「第 1 0 条 
第11条第1項 
第12条第1項」 

様式第７号（第８条関係） 

年  月  日  

 

電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書 

 

 

 生駒市長   殿 

 

住  所 

申請者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

            

 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第15条第1項の規定により、次のとおり同法 

第 1 0 条 

第11条第1項 

第12条第1項 

の許可に基づく権利の譲渡の承認を申請します。 

権利の譲渡に係る電線共同溝の名称   

権利の譲渡に係る電線共同溝の区間   

権利の譲渡に係る許可番号及び許可

年 月 日 

     第     号 

年  月  日 

権利の譲渡に係る許可の内容   

譲 渡 す る 権 利 の 内 容   

住 所  
譲 受 人 

氏 名  

譲 受 人 の 事 業 の 内 容   

譲 渡 の 予 定 年 月 日      年  月  日 

 

添付書類 

 

 備考 

  1 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」

の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の所属

及び氏名を記載してください。 

  

 2        については、該当するものを○で囲んでください。 

 

  3 「権利の譲渡に係る許可の内容」の欄には、法第10条各号に掲げる事項を記載してく

ださい。 

  4 財産の譲渡を伴う場合は、「譲渡する権利の内容」の欄及び占用許可書添付図面に明

記してください。 
 



様式第８号（第９条関係） 

年  月  日  

 

住 所 等 変 更 届 出 書 

 

 

 生駒市長   殿 

 

住  所 

届出者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

        

 

 生駒市電線共同溝占用規則第9条の規定により、次のとおり届け出ます。 

占用許可番号及

び 許 可 年 月 日 

      第     号 

      年  月  日 

□氏名又は名称   □住所又は事務所の所在地 

旧   変 更 の 内 容 

新   

変 更 年 月 日 年  月  日 

 

備 考 

  

 

 備考 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏

名」の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の

所属及び氏名を記載してください。 

  

 



様式第９号（第１０条関係） 

年  月  日  

 

電 線 共 同 溝 原 状 回 復 届 出 書 

 

 

 生駒市長   殿 

 

住  所 

届出者 氏 名            ㊞ 

担 当 者 

電話番号 

         

 

 生駒市電線共同溝占用規則第10条の規定により、次のとおり届け出ます。 

占用許可番号及び

許 可 年 月 日 

       第     号 

      年  月  日 

占用廃止年月日 年  月  日 

原状回復年月日 年  月  日 

原状回復した理由   

原状回復等の措置   

 

備 考 

  

 

 備考 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏

名」の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄には担当者の

所属及び氏名を記載してください。 

 




